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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年４月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２５年１月３１日 ０７時１０分ごろ 

発生場所 長崎県五島市福江島北西方沖 

 五島市所在の大瀬
お お せ

埼灯台から真方位３０４°６０海里付近 

（概位 北緯３３°１０.５′ 東経１２７°３７.０′） 

事故調査の経過 平成２５年２月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十八喜代
き よ

丸、１３５トン  

ＮＳ１－１０１５（漁船登録番号）、株式会社伊藤商店 

４３.６５ｍ×７.６０ｍ×３.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、８６０.５kＷ、昭和６２年６月２６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５６年６月１８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年４月５日 

免状有効期間満了日 平成２７年５月２３日 

一等航海士 男性 ３７歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成８年１月５日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１１月２６日 

免状有効期間満了日 平成２８年２月１９日 

一等機関士 男性 ４６歳 

四級海技士（機関）（履歴限定）（機関限定） 

免 許 年 月 日 平成２１年３月２４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年３月２４日 

免状有効期間満了日 平成２６年３月２３日 

二等機関士 男性 ２５歳 

四級海技士（機関）（履歴限定）（機関限定） 

免 許 年 月 日 平成２３年１２月１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１２月１日 

免状有効期間満了日 平成２８年１１月３０日 



- 2 - 

甲板員Ａ 男性 ３２歳 

 死傷者等 重傷 １人（二等機関士） 

 損傷 なし 

 事故の経過 本船は、大中型まき網漁業船団の網船であり、船長ほか２０人が乗

り組み、福江島北西方沖において、漁獲物を運搬船に移送し、漁網の

取り込み作業中、一等機関士が、後部甲板右舷の通路（以下「通路」

という。）の後方の船尾甲板右舷側にしゃがみ、漁網を船内に引き込

むために使用する右舷ガンネル上部に設置されたサイドローラー（以

下「ローラー」という。）のうち、船尾方に伸ばして使用していた伸

縮式ローラーを収納する操作中であった。 

一等航海士及び甲板員Ａは、通路に立ち、左舷方を向いて後部甲板

上に取り込んでいた漁網の方を見ていた。 

二等機関士は、漁網を再び海中に入れる準備のために船首甲板から

船尾甲板を回って左舷側に行こうとし、船尾に向かって通路を歩き、

一等航海士の前を通り、甲板員Ａの手前において、収納中であり、ま

だ隙間があった伸縮式ローラーに指を上方に向けて左手を掛けたとこ

ろ、平成２５年１月３１日０７時１０分ごろ隙間で人差し指を挟まれ

て負傷した。 

 二等機関士は、運搬船に乗り移った後、救援の海上保安庁のヘリコ

プター及びセスナ機で長崎空港へ輸送され、その後、救急車により病

院に搬送された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 喫水は、本事故当時、船首が約２.３ｍ、船尾が約４.６ｍであっ

た。 

乗組員は、長靴を履き、長袖長ズボンの合羽上下、ヘルメット、作

業用救命衣及び軍手を着用していた。 

本船は、右舷の船首から船尾までの間に両端がステンレス金具にな

っているゴムローラーが回転する油圧操作式のローラーを装備し、ガ

ンネル部に支持金具が固定された固定式、ローラー支持金具ごとブル

ワーク内に収納できる可倒式、ガンネル部を船尾方に約１.６ｍスラ

イドして使用できる伸縮式の３種類があった。 

二等機関士は、いつもなら伸縮式ローラー収納が終了しているの

で、収納間際で約２㎝の隙間が開いていることを知らずに船尾甲板へ

向かって通路を歩いていたとき、何気なく通路からの高さ約１.３ｍ

の同ローラーに左手を掛けた。 

一等機関士は、一等航海士及び甲板員Ａが通路に立っていたのを認

めていたが、二等機関士が通路を歩いて来るのを認識しておらず、伸

縮式ローラーを収納する操作終了直前には右舷を向いてしゃがんでお

り、二等機関士が指を挟まれるところを見ていなかった。 
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船長は、運搬船への漁獲物の移送を終えて船橋への階段を昇ってい

たときに負傷の連絡を受け、二等機関士が指を挟まれるところを見て

いなかった。 

一等航海士及び甲板員Ａは、漁網を見ており、二等機関士が指を挟

まれるところを見ていなかった。 

船長は、日頃、各自でけが等をしないように注意しながら作業を行

うよう指導していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、福江島北西方沖で漁網取り込み作業中、通路を歩いていた

二等機関士が、収納途中の伸縮式ローラーに指を上に向けて左手を掛

けたことから、閉じようとしていた隙間で人差し指を挟まれて負傷し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、福江島北西方沖で漁網取り込み作業中、通路を

歩いていた二等機関士が、収納途中の伸縮式ローラーに指を上に向け

て左手を掛けたため、閉じようとしていた隙間で人差し指を挟まれた

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 船長は、漁網取り込み作業と並行して伸縮式ローラーを収納してい

たが、本事故以降、漁網取り込み作業が終了したのち、同ローラーを

収納するように変更し、乗組員に周知した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・伸縮式ローラーの収納中における注意喚起のため、ブザー、回転

灯等を装備することが望ましい。  

 




